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はじめに 
太陽光発電の導入は、再生可能エネルギーの普及に向けた有効策です。一方、その導入

に当たっては、安全性確保や環境保全などについて、県民から不安の声が出ているケース

もあります。 

こうした県民の不安を解消し、安全で安心な生活の確保に配慮した太陽光発電の普及及

び拡大に寄与することを目的に、「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例」

（以下、「条例」という。）を制定しました。この趣旨に則り、設置禁止区域内での太陽

光発電事業実施の基本的考え方を以下に示します。 

 

設置禁止区域（条例第２条第４号）は、土砂災害その他の災害が発生している、若しく

は発生するおそれが極めて高い区域、又は、土砂災害その他の災害が発生した場合に、太

陽光発電施設の損壊等が生じ県民の生命若しくは身体に著しい危害が生ずるおそれがある

と認められる区域であることが、他法令に基づき、客観的な基準により既に定められてい

る土地の区域です。 

設置禁止区域内に太陽光発電施設を設置した場合、設置そのものが土砂災害等のリスク

を増大させるほか、土砂災害により区域内に多量の土砂等が流入し、太陽光発電施設が破

損・流出した場合、破損した太陽光発電施設による感電等が発生し、周辺の住民に著しい

危険を及ぼすおそれがあります。 

そのため、岡山県では、原則として設置禁止区域への太陽光発電施設の設置を認めてい

ません。 

やむを得ない事情により設置禁止区域内で事業を実施する場合や、事業区域の一部に設

置禁止区域を含む場合は、設置者自らが許可基準への適合性について根拠を明確に示した

うえで、県に設置許可の申請を行い、設置許可を受ける必要があります。 

また、設置に適さない区域（条例第２条第５号）についても、土砂災害その他の災害が

発生した場合に太陽光発電施設の損壊等が生じ県民の生命又は身体に危害が生ずるおそれ

があると認められる区域であることから、区域内に太陽光発電施設を設置しようとする場

合、許可基準を満たすよう自ら措置を講ずる必要があります。また、それが50kW以上の施

設である場合、60日前までに届出が必要です。 

 

設置者の皆様には、本条例の趣旨を十分にご理解いただき、脱炭素社会を実現する上で

重要な再生可能エネルギーの一つである太陽光発電事業を、今後も安心安全に推進するこ

とができるよう、事業計画を策定してください。  



 

このガイドラインの目的 
このガイドラインは、上記条例の趣旨を踏まえても、やむを得ない事情により設置禁止

区域に太陽光発電施設を設置する必要があり県に設置許可の申請を行う際に、許可基準を

満たすために必要と考えられる技術的内容を具体的に示したものです。 

設置許可の判断に当たっては、当該設置禁止区域の土地の形状や土質、勾配など個別の

事情に応じて、個々に判断する必要があることから、太陽光発電施設ごとの一件審査を基

本とするため、本ガイドラインで示す技術的内容を満たしたからといって、それをもって

許可基準を満たし、設置が許可されるというものではありません。 

また、許可基準を満たすために必要と考えられる技術的内容は、本ガイドラインに記載

の内容に限定されるものではなく、各種関係法令等に照らし合わせ、十分に許可基準を満

たしていると判断される技術的根拠があれば、許可基準に適合すると判断することもあり

ます。 

やむを得ず設置禁止区域又は設置に適さない区域に太陽光発電施設を設置しようとする

方は、上記をご理解いただいた上で、申請書又は届出に、本ガイドラインに掲げる項目ご

とに、許可基準を満たすために講ずる措置の内容を整理し、説明してください。 
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１ 条例等における記載 
(１) 設置禁止区域                          

「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例（令和元年岡山県条例第47号）」 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（略） 

四 設置禁止区域 土砂災害その他の災害が発生し、若しくは発生するおそれが極めて高い土地又

は土砂災害その他の災害が発生した場合には太陽光発電施設の損壊等が生じ県民の生命若しくは

身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域であって規則で定めるものをい

う。 

「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例施行規則（令和元年岡山県規則第37号）」 

（設置禁止区域） 

第二条 条例第二条第四号の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。 

一 岡山県砂防指定地等管理条例（平成十四年岡山県条例第七十六号）第二条第一項に規定する砂

防指定地 

二 地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第三条第一項の地すべり防止区域 

三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第一項

の急傾斜地崩壊危険区域 

四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七

号）第九条第一項の土砂災害特別警戒区域 
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「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例（令和元年岡山県条例第47号）」 

（設置禁止区域内への設置） 

第五条 設置禁止区域内においては、太陽光発電施設を設置してはならない。ただし、規則で定め

るところによりあらかじめ知事の許可（以下「設置許可」という。）を受けた場合その他規則で

定める場合は、この限りでない。 

２ 知事は、設置許可の申請があった場合において、当該申請に係る太陽光発電施設が知事が別に

定める基準に該当すると認めるときに限り、設置を許可するものとする。 

「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例施行規則（令和元年岡山県規則第37号）」 

（設置許可の申請） 

第五条 設置許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を知事に提出

しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 設置禁止区域の種類及び設置禁止区域に設置する理由 

三 太陽光発電施設の所在地 

四 発電出力 

五 太陽光発電事業を行う土地の区域の面積 

六 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の

状況 

七 設置の着手及び完了予定年月日並びに発電の開始及び太陽光発電施設の撤去の完了予定年月

日 

八 申請に係る太陽光発電施設の設置に関係法令（条例を含む。）の手続（第六号に係るものを

除く。）が必要な場合は、当該手続の状況 

九 前条に規定する事項を守るために講ずる措置の内容 

十 条例第五条第二項の知事が別に定める基準（第八条第一項及び第十五条第二項において「設

置許可基準」という。）を満たすために講ずる措置の内容 

十一 その他知事が必要と認める事項 

２ 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 設置しようとする太陽光発電施設の位置図、区域図及び配置図 

二 土地の形質の変更をしようとする場所を明確にした平面図及び縦横断図（土地の形質の変更

を行う場合に限る。） 

三 擁壁の構造図（擁壁を設置する場合に限る。） 

四 排水計画に係る平面図 

五 太陽光発電施設の構造図 

六 現況写真 

七 その他知事が必要と認める書類 
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  「設置禁止区域における太陽光発電施設の設置の許可の基準（令和元年岡山県告示第319号）」 

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例（令和元年岡山県条例第47号。以下「条例」

という。）第五条第二項の知事が定める基準は、次のとおりとする。 

一 太陽光発電施設の設置により、設置禁止区域において想定される土砂災害の発生を助長するお

それがないことが明らかであると認められること。 

二 次のいずれかを満たすと認められること。 

イ 太陽光発電施設の構造等から、設置禁止区域において想定される土砂災害による当該太陽光

発電施設の損壊等のおそれがないことが明らかであること。 

ロ 設置禁止区域において想定される土砂災害による太陽光発電施設の損壊等が生じた場合にお

いても、太陽光発電事業を行う土地の区域が人家、学校、道路等から離れている等の理由によ

り、人的被害、建物被害、避難経路の遮断、避難施設等への被害のおそれがないことが明らか

であること。 

附 則 

この告示は、条例の施行の日から施行する。 
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(２) 設置に適さない区域                                         

「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例（令和元年岡山県条例第47号）」 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（略） 

五 設置に適さない区域 土砂災害その他の災害が発生するおそれが高い土地又は土砂災害その他

の災害が発生した場合には太陽光発電施設の損壊等が生じ県民の生命若しくは身体に危害が生ず

るおそれがあると認められる土地の区域であって規則で定めるものをいう。 

「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例施行規則（令和元年岡山県規則第37号）」 

（設置に適さない区域） 

第三条 条例第二条第五号の規則で定める区域は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律第七条第一項の土砂災害警戒区域とする。 

「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例（令和元年岡山県条例第47号）」 

（設置に適さない区域内への設置） 

第六条 設置に適さない区域内において太陽光発電施設を設置しようとする者は、当該太陽光発電

施設が前条第二項の知事が別に定める基準を満たすものとなるよう、自ら必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 設置に適さない区域内において、発電出力が五十キロワット以上の太陽光発電施設を設置しよ

うとする者又は既に設置されている発電出力が五十キロワット未満の太陽光発電施設を五十キロ

ワット以上に増設しようとする者は、当該設置又は増設に着手する六十日前までに前項の規定に

より講ずる措置の内容その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 

「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例施行規則（令和元年岡山県規則第37号）」 

（設置に適さない区域内への設置の届出） 

第十四条 条例第六条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 設置に適さない区域に設置する理由 

三 太陽光発電施設の所在地 

四 発電出力 

五 太陽光発電事業を行う土地の区域の面積 

六 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の

状況 

七 設置の着手及び完了予定年月日並びに発電の開始及び太陽光発電施設の撤去の完了予定年月

日 

八 申請に係る太陽光発電施設の設置に関係法令（条例を含む。）の手続（第六号に係るものを

除く。）が必要な場合は、当該手続の状況 

九 第四条に規定する事項を守るために講ずる措置の内容 

十 その他知事が必要と認める事項 

２ 条例第六条第二項の規定による届出をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を記載した届

出書に第五条第二項各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 



- 5 - 

  「設置禁止区域における太陽光発電施設の設置の許可の基準（令和元年岡山県告示第319号）」 

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例（令和元年岡山県条例第49号。以下「条例」

という。）第五条第二項の知事が定める基準は、次のとおりとする。 

一 太陽光発電施設の設置により、設置禁止区域において想定される土砂災害の発生を助長するお

それがないことが明らかであると認められること。 

二 次のいずれかを満たすと認められること。 

イ 太陽光発電施設の構造等から、設置禁止区域において想定される土砂災害による当該太陽光

発電施設の損壊等のおそれがないことが明らかであること。 

ロ 設置禁止区域において想定される土砂災害による太陽光発電施設の損壊等が生じた場合にお

いても、太陽光発電事業を行う土地の区域が人家、学校、道路等から離れている等の理由によ

り、人的被害、建物被害、避難経路の遮断、避難施設等への被害のおそれがないことが明らか

であること。 

附 則 

この告示は、条例の施行の日から施行する。 
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２ 設置禁止区域における太陽光発電施設の設置の許可の基準第１号 
       

＜解説＞ 
・ 設置禁止区域である砂防指定地、地すべり防止区域等は、砂防法、地すべり等防止法等の他法令

により、土砂災害等の発生のおそれがある土地として定められている。そうした区域に太陽光発電

施設の設置等を行う場合、木竹の伐採や土地の形質の変更等に伴い、土砂災害等の発生を助長する

おそれがある。こうした事態の発生を防ぐため、設置者は、土地の状況や設置工事が設置禁止区域

に及ぼす影響等から、当該設置禁止区域に太陽光発電施設を設置しても、土砂災害の発生を助長す

るおそれがないことが明らかであると認められる旨を説明する必要がある。 

・ まずは、敷地の地盤について事前調査（資料調査・現地調査）を行い、適切にその特徴を把握す

るとともに、その結果をもとに太陽光発電施設の設置の可否について十分な検討を行うこと。これ

により、施設を設置することとした場合には、当該区域内における土砂流出又は地盤の崩壊を防止

する措置等について必要な対策を講ずる必要がある。 

・ 計画に当たっては、設置者は、当該区域内の地盤の事前調査等を実施し、想定される土砂災害等

のリスクとその対応方針を整理するとともに、許可基準を満たすために講ずる措置の内容等を許可

申請書に記載すること。このうち、講ずる措置の内容等については、本ガイドラインに掲げる項目

ごとにその内容を整理し、許可基準を満たすことを合理的根拠に基づき説明すること。 

・ 事前調査の方法及び造成・排水計画については、「地上設置型太陽光発電システムの設計ガイド

ライン」（最新版）（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）や「傾斜地設置型

太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン」（最新版）（国立研究開発法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構）等を参考とすること。 

   

「設置禁止区域における太陽光発電施設の設置の許可の基準（令和元年岡山県告示第319号）」 

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例（令和元年岡山県条例第47号。以下「条例」

という。）第五条第二項の知事が定める基準は、次のとおりとする。 

一 太陽光発電施設の設置により、設置禁止区域において想定される土砂災害の発生を助長するお

それがないことが明らかであると認められること。  

二 （略） 
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(１) 地盤の安定性の確保     
＜解説＞ 
・ 太陽光発電施設の設置に当たっては、近年、土砂災害等の発生を懸念する地域の声が高まってお

り、本項目では、森林法等の規定に準じ、次のイからへの基準を設けることとし、安定した地盤の

確保に関して一定の基準を満たすことを求めるものとする。 

・ 「岡山県林地開発許可申請の手引」（岡山県農林水産部治山課）、「岡山県県土保全条例の手引

き」（岡山県県民生活部中山間・地域振興課）等を参考とすること。 

・ 事業区域内の地盤が軟弱である場合には、地盤沈下又は事業区域外の地盤の隆起が生じないよう

土の置換え、水抜き等の措置を講ずること。 

・ 開発行為は、原則として、現地形に沿って行われ、土砂の移動量が必要最小限度であること。 

イ 斜面への設置  

      
＜解説＞ 
・ 「傾斜度30度以上から土砂の流出や崩壊等の発生頻度が高くなる傾向があること」とは、太陽光

発電施設の設置に関わらず、傾斜度と災害の発生との関係として、傾斜度30度以上から崩壊及び滑

落の災害発生の頻度が高いことが示されている。※国土交通省国土技術政策総合研究所「がけ崩れ

の実態」（平成21年３月） 

・ 「原則として設置しないこと」とは、傾斜度30度以上への施設の設置については原則として認め

ないこととし、事業区域及び施設の配置について再考を求めるものとする。 

・ 「傾斜度30度以上へ設置する場合」とは、前述の再考を求めてもなお、設置者の責任において確

実な防災施設の設置を行い明らかに災害のおそれがないと認められるときとする。 

・ 「擁壁や排水施設、法面保護等の防災施設の設置を確実に行う」とは、後述の防災施設等の基準

に準じて行うものとし、設置者の責任において災害のおそれがないことについて各種資料を用いて

説明することとする。 

  

事業区域又はその周辺地域へ影響を及ぼす土砂の流出又は崩壊その他の災害を防止するため、森

林法（昭和26年法律第249号）その他関係法令の規定に準じて定める次の基準を満たしているこ

と。 

太陽光発電施設は、傾斜度 30 度以上から土砂の流出や崩壊等の発生頻度が高くなる傾向がある

ことを踏まえ、傾斜度 30 度以上へは原則として設置しないこと。なお、やむを得ず傾斜度 30 度以

上へ設置する場合には、土砂の流出や崩壊等の災害のリスクを特に考慮した上で、擁壁や排水施

設、法面保護等の必要な防災施設の設置を確実に行うこと。 

30 度未満の傾斜地でも、災害の可能性が高い場合は、上記の防災措置を講ずることが必要であ

る。 
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ロ 擁壁等の設置 

         
＜解説＞ 
・ 「その勾配、地質、土質及び高さからみて崩壊のおそれがない場合」とは、次のいずれかに該当

する場合をいう。 

① 切土した土地の部分に生ずる高さが２メートル以下、若しくは盛土した土地の部分に生ずる高

さが１メートル以下に該当するもの、又は切土と盛土を同時に行った土地の部分に生ずる高さが

２メートル以下に該当するもの。 

② 切土によって生ずる法面が硬岩盤であるもの、又は土質が次表の左欄に掲げるものに該当し、

かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの。 

土 質 擁壁等を要しない勾配の上限 擁壁等を要する勾配の下限 

軟岩(風化の著しいものを除く) ６０度 ８０度 

風化の著しい岩 ４０度 ５０度 

砂利、真砂土、関東ロ－ム、硬

質粘土、その他これらに類する

もの 

３５度 ４５度 

③ 切土によって生ずる法面で、土質が②の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾

配が同表の中欄の角度を超え、同表の右欄の角度以下のもので、その高さが５メ－トル以下のも

の。この場合において、②に該当する法面の部分により上下に分離された法面があるときは、②

に該当する法面の部分は存在せず、その上下の法面は連続しているものとみなす。 

④ 土質試験等に基づき地盤の安定計算などを行った結果、法面の安定を保つために擁壁等の設置

が必要でないと認められる場合。 

・ 「周辺の土地利用の状況等により擁壁の設置の必要がない場合」とは、人家、学校、道路等に近

接しておらず、斜面地の崩壊等により、人的被害、建物被害、避難経路の遮断、避難施設等への被

害のおそれがないと認められる場合をいう。 

・ 「擁壁又は法面崩壊防止施設の設置に代えてとることができる他の措置」として、空石積み工、

板柵工、筋工及び鋼矢板・コンクリート矢板工等がある。 

  

次に該当する場合は、土砂の流出又は崩壊その他の災害を防止する観点から、擁壁の設置その他

法面崩壊防止の措置を適切に行うものであること。 

（イ）切土、盛土又は捨土により法面（傾斜度が30度を超えるもの）が生ずる場合（ただし、その

勾配、地質、土質及び高さからみて崩壊のおそれがない場合はこの限りではない。また、周辺

の土地利用の状況等により擁壁の設置の必要がない場合は、擁壁又は法面崩壊防止施設の設置

に代えて他の措置をとることができる。) 

（ロ）太陽光発電施設を自然斜面に設置する区域の平均傾斜度が30度以上である場合（なお、自然

斜面の平均傾斜度が30度未満である場合でも、必要に応じて、適切な措置を行うこと。） 
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ハ 擁壁の構造 

  
＜解説＞ 
・ 設置する擁壁は、原則として鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造とす

ること。 

・ 「安定計算等により、その安定性が確認されたもの」とは次のいずれにも該当するものとする。 

ア 土圧、水圧及び自重によって擁壁が破壊されないこと。 

イ 土圧、水圧及び自重によって擁壁が転倒（安全率1.5以上）しないこと。 

ウ 土圧、水圧及び自重によって擁壁が沈下しないこと。 

エ 土圧、水圧及び自重によって擁壁が滑動（安全率1.5以上）しないこと。 

・ 「当該擁壁の裏面の排水を良くするための水抜穴及び透水層が設けられているものである」と

は、擁壁には、その裏面の排水をよくするため原則として壁面の面積３平方メートル以内ごとに少

なくとも１個の内径が7.5センチメートル以上の陶管等耐久材料を用いた水抜穴を設け、擁壁の裏面

には次の表の基準の透水層を設置すること。 

擁壁の高さ 
透水層の厚さ 

上端 下端 

3.0m以下 30cm 40cm 

3.0mを超え4.0m以下 30cm 50cm 

4.0mを超え5.0m以下 30cm 60cm 

5.0mを超えるもの 
30cm 

60cmに擁壁の高さが5mを1m増すごとに10cm

を加える 

注）透水層の上端とは、擁壁天端面の下部30センチメートル程度とする。 

・ 開発行為によって生じる法面を覆う擁壁の高さが２メートルを超えるものについては、建築基準

法施行令（昭和25年政令第338号）第142条（同令第７章の８の準用に関する部分を除く。）の規定

を準用する。 

  

ロにより設置する擁壁の構造は、安定計算等により、その安定性が確認されたもの及び当該擁壁

の裏面の排水を良くするための水抜穴及び透水層が設けられているものであること。 
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二 法面の構造 

   
＜解説＞ 
・ 切土は、原則として階段状に行う等法面の安定が確保されていること。 

・ 盛土は、必要に応じて水平層にして順次盛り上げ、十分締め固めが行われるものであること。 

・ 一層の仕上がり厚は、30 センチメートル以下とし、その層ごとに締め固めが行われるとともに、

必要に応じて雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の設置等の措置が講ぜられ

ていること。 

・ 土石の落下による下斜面等の荒廃を防止する必要がある場合には、柵工の実施の措置を講ずるこ

と。 

・ 切土又は盛土を行う場合には、融雪、豪雨等により災害が生ずるおそれがないように工事時期、

工法等について適切に配慮されていること。 

・ 切土の法面勾配は、地質、土質、切土高、気象及び近傍にある既往の法面の状態等を勘案して現

地に適合したものであること。 

・ 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に

滑りが生じないように杭打ちその他の措置を講ずること。 

・ 盛土の法面勾配は、盛土材料、盛土高、地形、気象及び近傍にある既往の法面の状態等を勘案し

て、現地に適合した安全なものであること。 

・ 盛土に緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じるおそれがある場合には、盛土を行う前の地盤の段切

り、地盤の土の入替え、埋設工の施工、排水施設の設置等の措置が講じられていること。 

・ 開発行為によって、崖（地平面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のも

の。以下同じ。）が生じる場合には、崖の上端に続く地盤面は原則としてその崖の反対方向に雨水

その他の地表水が流れるように勾配をとること。 

・ 盛土高は必要最低限（渓流等では、原則として15ｍ以下）とし、盛土高が15ｍを超える場合に

は、安定計算によって地盤の安定が保持されることを確かめること。  

切土、盛土又は捨土を行う場合には、その工法が法面の安定を確保するものであること。また、

切土、盛土又は捨土が行われた後に法面が生ずる場合に当たっては、当該法面の構造が、小段又は

排水施設の設置その他の措置が適切に行われているものであること。 
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・ 水平な地盤面に対する傾斜度が20度以上でかつ斜面の下端と上端の高低差が５メートル以上の斜

面（切土、盛土及び自然斜面）に太陽光発電施設を設置する場合は、高低差が最大となる斜面で土

質区分及び斜面形態ごとにそれぞれ１箇所以上を抽出し、修正フェレニウス法によって安定性の検

討を行い、算式により求めた安全率は、1.2以上を満たすこと。なお、土質定数は、土質調査等、合

理的根拠に基づくこと。また、安定計算を行うに当たっては、地下水位を適切に設定するととも

に、地盤調査の結果等、合理的な根拠に基づく数値を用い、設計荷重（固定、風圧及び積雪）及び

想定される地震発生時の地盤の安定性を考慮して行うこと。一団の斜面であっても、地形、地質、

地質構造及び土質が一様でない場合は、その状況に応じた箇所ごとに行うこと。 

・ 工事後に残土がある場合は、土捨場を設置し、土砂の流出防止措置を講じて行われるものである

こと。この場合における土捨場の位置は、急傾斜地、湧水の生じている場所等を避け、人家又は公

共施設との位置関係を考慮の上選定することとし、法面の勾配、小段の設置、排水施設の設置等

は、盛土に準じて行われ、土砂の流出のおそれがないこと。 

ホ 法面の保護 

   
＜解説＞ 
・ 法面保護工の選定に当たっては、法面の長期的な安全確保を第一に考え、現地の諸条件や周辺環

境を把握し、各工種の特徴を十分理解した上で、経済性や施工性、施工後の維持管理を考慮して選

定すること。 

・ 開発行為によって生じる崖面又は法面は、植生による保護（実播工、伏工、筋工、芝張り、植栽

工等）を原則とし、植生による保護が適さない場合又は植生による保護だけでは法面の侵食を防止

できない場合は、人工材料による適切な保護（擁壁、石張り、モルタル吹付け、法枠工、柵工、網

工等）により風化その他の表面水、湧水、渓流等の浸食に対して保護することとし、工種は土質、

気象条件等を考慮して決定し適期に施工すること。なお、擁壁で覆わない崖又は法面にあっては、

垂直高５メートル以内ごとに適当な小段（幅１メートル以上）を設け、必要な排水施設を設けるこ

と。 

・ 洗掘、雨裂による土砂流出は、１回の豪雨でも大規模な事故になることがあるため、切土、盛土

又は捨土による法面保護工だけでなく、自然斜面を利用する場合においても防災施設の設置を行

い、安全性を確保すること。 

・ パネルの列の雨垂れ箇所等の地表浸食のおそれがある箇所には、雨どいやU字溝を設ける等、雨水

処理を確実に講じること。 

  

事業区域内の法面（切土、盛土又は捨土により生じた法面のほか、事業区域内に既に存在する法

面も含む）のほか、自然斜面を利用する場合には、洗掘や雨裂による土砂流出を防止するため、法

面保護が行われているものであること。 
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へ 土砂流出の防止 

   
＜解説＞ 
・ 土砂流出防止施設は、土砂を適切に防止できる規模を有するとともに、適切な位置に設置するこ

ととし、えん堤等の構造は、治山技術基準等によるものとする。 

・ 落石、雪崩、飛砂等の災害を発生させるおそれがある場合には、落石防止柵、雪崩防止柵又は静

砂垣の設置を適切に講じること。 

・ 土砂流出防止施設は、事業区域の規模、開発後の地表の状態等から推定される流出土砂量から下

流へ無害に流される許容流出土砂量を差引いた土砂量に対応するものであること。 

・ 開発前の地形及び地表の状態から流出していたと推定される流出土砂量をもって許容流出土砂量

とする。 

・ １年間の流出土砂量は、事業区域の規模、地表の状態等により次の表を基準とする。 

地表の状態 １ha 当たりの年間流出土砂量 流出平均厚さ 

裸地，荒廃地等 200～400ｍ3 20～40 ㎜ 

皆伐地，草地等 15ｍ3 1.5 ㎜ 

択伐地 2ｍ3 0.2 ㎜ 

普通の林地 1ｍ3 0.1 ㎜ 

   注１）工事によりかき起こした面積については、裸地に準じる。 

    ２）工事期間（最低４箇月とする。）中の流出土砂量は、次式による。 

                             工事期間 
（工事面積）×（１ha 当たりの年間流出土砂量）× 

                              12 箇月 

・ 開発行為の終了後において、地形、地被状態等からみて、地表が安定するまでの期間に土砂の流

出が想定される場合には、別途積算するものとし、その量は、人家、農地及び農業用施設又は公共

的施設並びにその周辺地域では５年分以上とし、それ以外の地域では３年分以上とする。 

・ 流出土砂については、できる限り各部分で抑止すること。 

・ 地形、地表等の状態から、土砂の流出の可能性のある渓流がある場合は、土砂流出防止施設を設

けるほか、周辺の既存林地を残す等土地利用上の土砂災害防止に配慮すること。 

  

事業区域並びにその周辺の地形及び地表の状況を勘案して、開発行為により土砂の流出が予想さ

れる場合は、下流域に対する災害を防止するため開発行為に先行して十分な容量及び構造を有する

えん堤や沈砂池等の土砂流出防止施設の設置等の措置が適切に講じられているものであること。 
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(２) 適切な排水施設等の確保    
＜解説＞ 
・ 太陽光発電施設の設置に当たっては、近年、土砂災害等の発生を懸念する地域の声が高まってお

り、本項目では、森林法等の規定に準じ、次のイからニの基準を設けることとし、適切な排水施設

や調節池の設置等に関して一定の基準を満たすことを求めるものとする。 

・ 「岡山県林地開発許可申請の手引」（岡山県農林水産部治山課）、「岡山県県土保全条例の手引

き」（岡山県県民生活部中山間・地域振興課）等を参考とすること。 

イ 排水施設の設置 

  
＜解説＞ 
・ 事業区域が「設置禁止区域」、「設置に適さない区域」に該当する場合は、土砂災害が発生する

おそれがある土地であることから、造成地盤だけでなく、自然斜面を利用する場合においても適切

な排水施設を設置する必要がある。 

・ 排水施設の計画に当たっては、事業区域の規模、地形、周辺の状況等を勘案し、雨水を有効かつ

適切に処理できるようにするものとする。 

・ 排水施設は原則として、排水を河川等又は他の排水施設等まで導くよう計画すること。この場合

には、当該河川等又は他の排水施設等の管理者の同意を受けていること。当該事業区域外の小河川

又は水路の流下能力分以上は、洪水調節のため一時雨水を調節池に貯留して調節すること。ただ

し、下流の小河川水路を局部的に改修することにより、当該小河川水路の流下能力を増加させその

調節容量を減量することができる。なお、これにより難い場合には、事業区域内で処理できるよう

設計・検討をし、合理的な根拠を示して説明を行うこと。 

・ 排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障のない場所に設置すること。 

・ 農業用ため池に雨水を排出させるときは、当該ため池の安全の確保を図るため必要な措置を講じ

ること。 

・ 放流によって地盤が洗掘されるおそれがある場合には、水叩き工の設置その他の措置を適切に講

じること。 

・ なお、平均傾斜度30度以上の区域への太陽光発電施設の設置は、「２（１）イ 斜面への設置」

により原則認めないこととしており、やむを得ず施設を設置する場合には、確実に排水施設の設置

が必要である。  

事業区域内の雨水等が適切に排出されるよう、森林法その他関係法令の規定に準じて定める次の

基準を満たしていること。 

事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設が設置されてい

るものであること。 
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ロ 排水施設の能力 

  
＜解説＞ 
・ 排水施設は、事業区域の規模、地形、降水量等から想定される雨水等を適切に排水できる能力を

有する構造とすること。 

・ 排水計画に用いる雨水流出量は、原則として次式により算出すること。 
Ｑ = １

３６０
∙ ｆ ∙ ｒ ∙ Ａ 

Ｑ：雨水流出量（ｍ3/sec）  
ｆ：流出係数 
ｒ：設計雨量強度（mm/hr） 
Ａ：集水区域面積（ha） 

① 流出係数 
流出係数は、下表を参考として定めるものとする。ただし、太陽光発電施設（パネル部分に限

る。）を設置する箇所については、流出係数を0.9から1.0までとする。 

種類 流出係数 標準値 

急しゅんな山地 0.75～0.90 0.80 

三紀層山丘 0.70～0.80 0.75 

起伏のある山地・樹林 0.50～0.75 0.60 

平たんな耕地 0.45～0.60 0.55 

かんがい中の水田 0.70～0.80 0.75 

平地・小河川 0.45～0.75 0.60 

裸地 0.80～1.00 0.90 

草地 0.40～0.80 0.60 

注）流出係数は上表を基準とし、これらが混在する場合は、加重平均によ

り算出すること。 

② 設計雨量強度 

設計雨量強度は下表の単位時間内の10年確率で想定された雨量強度を下限とすること。 

                              単位：㎜／hr 

流域面積 単位 

時間 

10年確率降雨強度 200年確率降雨強度 

南部 北部 南部 北部 

50ha以下 10分 120 130 220 230 

100ha以下 20分 100 110 180 190 

500ha以下 30分 80 90 160 160 

注）南部とは、備前県民局、東備地域事務所、備中県民局、井笠地域事務所、高梁

地域事務所、真庭地域事務所（旧北房町の区域に限る。）の所管区域とし、北

部とは、新見地域事務所、美作県民局、真庭地域事務所（旧北房町の区域を除

く。）及び勝英地域事務所の所管区域とし、流路が整備された区域の降雨強度

は、ｔの値の算出根拠を明示して次式で算出することとしてよい。 
南部：Ｉ＝

４、９５０

ｔ＋３０
  北部：Ｉ＝

４、６７５

ｔ＋２５
 

事業区域内の排水施設は、事業区域の規模、地形、降水量等から想定される雨水等が有効に排水

される勾配及び断面を有するものであること。 
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・ 排水施設の断面は、計画流量の排水が可能になるように少なくとも20パーセントの余裕を有する

こととし、流速は、原則としてマニング公式により求めること。  
  【マニング公式】 

Ｑ＝Ｖ・Ａ   
Ｖ＝

１
ｎ

・Ｒ
２ ３�

・Ｉ
１ ２�  

Ｑ：排水量(ｍ3／sec) 

Ｖ：平均流速(ｍ／sec) 
Ａ：流水断面積(㎡) 
ｎ：粗度係数 
Ｒ：径深(ｍ) 

Ｒ＝Ａ／Ｐ 
Ｐ：潤辺(ｍ) 
Ｉ：勾配（1％⇒0.01） 

 

  【クッタ―公式】 
Ｑ＝Ｖ・Ａ                  
Ｖ = ２３＋

１

ｎ
＋

０．００１５５

Ｉ

１＋�２３＋
０．００１５５

Ｉ

・

ｎ

Ｒ
１ ２�

・（Ｒ・Ｉ）
１ ２�  

・ 雨水のほか土砂等の流入が見込まれる場合又は排水施設の設置場所からみて出水による影響の大

きい場合にあっては、排水施設の断面は必要に応じ前項に規定するものより大きくすること。 

・ 設計流速は、雨水管渠にあっては、0.8ｍ／sec～3.0ｍ／secとすること。なお、一般には流速は

下流に行くに従い漸増させ、勾配は下流に行くに従い小さくなるようにする。 

ハ 排水施設の構造 

   
＜解説＞ 
・ 排水施設は、鉄筋コンクリート等堅固で耐久力を有し、かつ、漏水を最小限度とする構造である

こと。 

・ 排水施設のうち、暗渠である構造の部分の内径又は内法幅は20cm以上であること。 

事業区域内の排水施設は、堅固で耐久性を有し、漏水が最小限度となるよう措置されるものであ

るとともに、維持管理が容易な構造であること。また、土砂の流出を防止するための泥溜めなどが

適切に設置されるものであること。 

塩化ビニール管    0.010 

ヒューム管      0.013 

現場打ちコンクリート 0.014～0.015 

石積         0.025 
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・ 排水施設のうち、暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、桝又はマンホールが設けられ、

桝又はマンホールには、蓋（汚水を排除すべき桝又はマンホールにあっては、密閉することができ

る蓋）を設けること。 

ア 公共の用に供する管渠の始まる箇所 

イ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がない

ときはこの限りでない。 

ウ 管渠の直線部においても次表の範囲内で設置すること。 

管径 300㎜以下 300mmを超え 

600mm以下 

600mmを超え 

1,000mm以下 

1,000mmを超え 

1,500mm以下 

1,500mmを超え 

1,650mm以下 

最大間隔 50m 75m 100m 150m 200m 

・ 桝又はマンホールの底には、専ら雨水を排除すべき桝にあっては深さが15センチメートル以上の

泥溜めが、その他の桝又はマンホールにあってはその接続する管渠の内径又は内法幅に応じ、相当

の幅のインバートが設けられていること。 

ニ 調節池の設置 

  
＜解説＞ 
・ 「周辺地域の浸水被害を発生するおそれがある場合」とは、当該開発行為に伴い、太陽光発電施

設の設置をしようとする土地の雨水流出量の増加が明らかである場合のことをいい、基本的な考え

方は以下のとおりとする。 

・ 当該事業区域の下流の河川等において、当該開発行為に伴い増加する50年確率で想定される雨量

強度におけるピーク流量（開発中及び開発後）を安全に流下させることができない地点が生ずる場

合には、洪水調節池等の設置その他の措置を適切に講ずることとし、安全に流下させることができ

ない地点の選定及び洪水調節池の設置その他の措置の決定は、当該河川管理者との協議によるもの

とする。 

・ 洪水の規模が、年超過率で１／50以下の全ての洪水について、開発後におけるピーク流量の値を

調節池下流の流下能力の値まで調節するとした場合の調節池の洪水調節容量は、１／50確率降雨強

度曲線を用いて求める次式のＶの値を最大とするような容量をその必要調節容量とする。 
Ｖ＝ �ｒｉ − ｒｃ

２
� ・ｔｉ・ｆ・Ａ・０．２７７８ 

Ｖ：必要調節容量（ｍ3） 
ｆ：（開発中・開発後）の流出係数 
Ａ：流域面積（km2） �� ：調節池下流の流下能力の値に対応する降雨強度（㎜／hr） �� ：任意の継続時間（１時間以上） �� ：１／50確率降雨強度曲線上の任意の継続時間ｔに対応する降雨強度（㎜／hr） 

太陽光発電施設の設置によって、周辺地域の浸水被害が発生するおそれがある場合には、雨水を

一時的に貯留し、雨水の流出を抑制する調節池が設置されるものであること。 
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下流許容放流量（ＱＰＣ）に対応した降雨強度（��）は次式によって求めること。 

ｒ�＝ ＱＰＣ

０．２７７８・ｆ・Ａ
 

�� ：調節池下流の流下能力の値に対応する降雨強度（㎜／hr） 

ＱＰＣ：下流許容放流量（ｍ3／sec） 

ｆ：（開発中・開発後）の流出係数 
Ａ：流域面積（km2）  

・ 調節池の設計堆積土砂量は以下に準じて積算すること。 
・ １年間の流出土砂量は、事業区域の規模、地表の状態等により次の表を基準とする。 

地表の状態 １ha 当たりの年間流出土砂量 流出平均厚さ 

裸地，荒廃地等 200～400ｍ3 20～40 ㎜ 

皆伐地，草地等 15ｍ3 1.5 ㎜ 

択伐地 2ｍ3 0.2 ㎜ 

普通の林地 1ｍ3 0.1 ㎜ 

    注１）工事によりかき起こした面積については、裸地に準じる。 

     ２）工事期間（最低４箇月とする。）中の流出土砂量は、次式による。 

                              工事期間 

（工事面積）×（１ha 当たりの年間流出土砂量）× 
                               12 箇月 

・ 開発行為の終了後において、地形、地被状態等からみて、地表が安定するまでの期間に土

砂の流出が想定される場合には、別途積算するものとし、その量は、人家、農地及び農業用

施設又は公共的施設並びにその周辺地域では５年分以上とし、それ以外の地域では３年分以

上とする。 
・ 調節池の周壁は、計画高水位までの部分の内壁については練り積みブロック、練り石積み、コン

クリート擁壁等により、計画高水位を超える部分の内壁及び外壁については空積みブロック、空石

積み、芝張り等により、それぞれ保護すること。 

・ 余水吐の能力は、コンクリートダムにあっては200年確率で想定される雨量強度におけるピーク流

量の1.2倍以上、フィルダムにあっては、コンクリートダムのそれの1.2倍以上のものであること。 

・ 洪水調節の方式は、原則として自然放流方式であること。 
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（参考資料）（降雨強度算出用） 



 

 

-
 
1
9 
- 

 （参考資料） 
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(３) 施設の安全性の確保     
＜解説＞ 
・ 太陽光発電施設の設置に当たっては、土砂災害の他にも、強風や地震等によるパネルの飛散や破

損等の被害も懸念されていることから、本項目では、事業区域内に設置する太陽光発電施設の設計

が、電気事業法に基づく「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令（令和3年経済産業省

令第29号）」で定める技術基準（支持物・地盤）に適合したものであり、施設の構造等の安全性が

確保されていることを求めるものとする。 

・ 電気事業法による技術基準の適合については、同法の手続において「使用前自主検査制度」や

「使用前自己確認制度」等があり、設置者は施設の使用開始前に安全性を自ら確認することとされ

ているが、設置禁止区域は特に土砂災害が発生するおそれがある区域であり、設置者は、施工前の

設計段階において、発電用太陽電池設備に関する技術基準（支持物・地盤）に適合する設計である

ことを十分確認し、その結果を説明すること。この場合における技術基準への適合性の挙証につい

ては、同法における自己責任、自主保安の原則から設置者が行うものとする。 

・ 発電用太陽電池設備に関する技術基準については、省令で定める技術的内容をできるだけ具体的

に示した「発電用太陽電池設備の技術基準の解釈」や「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定

める省令及びその解釈に関する逐条解説」等を参考とすること 

・ その他、地上に設置される太陽光発電設備において、風圧荷重及びアレイ面の下端部に作用する

積雪による沈降荷重等については、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）で策定した以下のガイドライン等も参考とすること。 

■「地上設置型太陽光発電システム設計ガイドライン」（最新版） 

■「地上設置型太陽光発電システム設計ガイドライン技術資料」（最新版） 

■「地上設置型太陽光発電システムの構造設計例（鋼製架台）」 

■「地上設置型太陽光発電システムの構造設計例（アルミニウム合金製架台）」 

・ 傾斜地及び営農型発電設備を含む特殊設置型の設備の設置に当たっては、国立研究開発法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）で策定した以下のガイドライン等も参考とすること。 

■「傾斜地設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン」（最新版） 

■「営農型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン」（最新版） 

  

事業区域内に設置する太陽光発電施設が、電気事業法に基づく、「発電用太陽電池設備に関する

技術基準を定める省令（令和三年経済産業省令第29号）」で定める技術基準（支持物・地盤）に適

合した設計であり、施設の構造等の安全性が確保されているものであること。 
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３ 設置禁止区域における太陽光発電施設の設置の許可の基準第２号 
 
          
＜解説＞ 
・ 「基準二 イ」について 

設置禁止区域において土砂災害が発生した場合、太陽光発電施設の損壊、崩落、流出等を引き起

こし、下流域の住民等に危険を及ぼすおそれがある。 

こうした事態の発生を防ぐため、設置者は、防護壁を設置するといった太陽光発電施設の構造等

から、設置禁止区域において土砂災害が発生したとしても、太陽光発電施設の損壊等のおそれがな

いことが明らかである旨を説明する必要がある。 

・ 「基準二 ロ」について 

設置禁止区域において土砂災害による太陽光発電施設の損壊等が発生しても、事業区域が人家、

学校、道路等から相当程度離れている等の理由により、人的被害、建物被害、避難経路の遮断、避

難施設等への被害のおそれ等がない場合が考えられる。 

よって、設置者は、土地の状況等から、こうした被害のおそれがない状況に該当する旨を説明す

る必要がある。 

・ 敷地の地盤について事前調査（資料調査・現地調査）を行い、適切にその特徴を把握するととも

に、その結果をもとに太陽光発電施設の設置の可否について十分な検討を行うこと。 

十分な検討を踏まえ、施設を設置することとした場合には、想定される災害等によって施設の損

壊等が生じないよう、事業区域内の安全性を高める対策工事や施設の構造等の安全性が確保されて

いることを確認する必要があるほか、万が一施設の損壊等が生じた場合においても、避難経路を遮

断するおそれのないなど公衆の安全が確保されていることを確認する必要がある。 

・ 計画に当たっては、設置者は、地盤の事前調査等を実施し、想定される土砂災害等のリスクとそ

の対応方針を整理するとともに、許可基準を満たすために講ずる措置の内容等を許可申請書に記載

すること。このうち、講ずる措置の内容等については、本ガイドラインに掲げる項目ごとにその内

容を整理し、許可基準のイ又はロのいずれかを満たすことを合理的根拠に基づき説明すること。 

「設置禁止区域における太陽光発電施設の設置の許可の基準（令和元年岡山県告示第319号）」 

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例（令和元年岡山県条例第47号。以下「条例」

という。）第五条第二項の知事が定める基準は、次のとおりとする。 

一 （略） 

二 次のいずれかを満たすと認められること。 

イ 太陽光発電施設の構造等から、設置禁止区域において想定される土砂災害による当該太陽光

発電施設の損壊等のおそれがないことが明らかであること。 

ロ 設置禁止区域において想定される土砂災害による太陽光発電施設の損壊等が生じた場合にお

いても、太陽光発電事業を行う土地の区域が人家、学校、道路等から離れている等の理由によ

り、人的被害、建物被害、避難経路の遮断、避難施設等への被害のおそれがないことが明らか

であること。 
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・ なお、事前調査の方法及び造成・排水計画については「地上設置型太陽光発電システムの設計ガ

イドライン」（最新版）（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）や「傾斜地設

置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン」（最新版）（国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構）等を参考とすること。 

(１) 施設の損壊等の防止  
   
＜解説＞ 
・ 「事業区域内の安全性を高める対策工事」とは、設置禁止区域内で想定される土砂災害等のリス

クの調査・分析を踏まえた上で、土砂災害対策を講じ、事業区域内の安全性が高まることが認めら

れるものであることをいう。 

・ 対策工事における切土や盛土等の工法のほか、擁壁や法面、排水施設等に関する技術的内容につ

いては、前述の「設置の許可の基準 第１号」における許可基準を基本とする。 

・ 「施設の構造等の安全性が確保されている」とは、電気事業法に基づく「発電用太陽電池設備に

関する技術基準を定める省令（令和3年経済産業省令第29号）」で定める技術基準（支持物・地盤）

に適合した設計により、施設の構造等の安全性が確認されていることをいう。 

・ 電気事業法による技術基準の適合については、前述の「２（３）施設の安全性の確保」と同様と

し、設置者は、施工前の設計段階において、発電用太陽電池設備に関する技術基準（支持物・地

盤）に適合する設計であることを十分確認し、その結果を説明すること。 

この場合における技術基準への適合性の挙証については、同法における自己責任、自主保安の原

則から設置者が行うものとする。 

・ なお、発電用太陽電池設備に関する技術基準については、省令で定める技術的内容をできるだけ

具体的に示した「発電用太陽電池設備の技術基準の解釈」や「発電用太陽電池設備に関する技術基

準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説」等を参考とすること。 

  

イについては、土砂災害に関する法規制等の情報、地形図、土地条件図等を用いた資料調査及び

地盤調査等の事前調査結果を基に、想定される土砂災害等のリスク及びその対応方針が明確に示さ

れ、事業区域内の安全性を高める対策工事及び施設の構造等の安全性が確保されているものである

こと。 
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(２) 公衆の安全の確保  
  
＜解説＞ 
・ 「公衆の安全が確保されているもの」とは、設置禁止区域内で土砂災害等のリスクの調査・分析

を踏まえた上で、その土砂災害等により太陽光発電施設の損壊等が生じた場合であっても、人家、

学校、道路等から離れていることや、待受け擁壁工等の十分な安全対策を講じられていることなど

により、人的被害、建物被害、避難経路の遮断、避難施設等への被害のおそれがないと認められる

ものであることをいう。検討に当たっては、事業区域の近隣に存在している人家等との位置関係

（平面距離、高低差等）を踏まえること。 
  

ロについては、土砂災害に関する法規制等の情報、地形図、土地条件図等を用いた資料調査及び

地盤調査等の事前調査結果を基に、想定される土砂災害等のリスク及びその対応方針が明確に示さ

れ、施設の損壊等が生じた場合においても公衆の安全が確保されているものであること。 
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＜参考＞ 

岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例施行規則 

（令和元年 7 月 5 日 規則第 37 号）第 5 条第 2 項 7 号のその他知事が必要と認める書類

（主な書類） 

 

名  称 備  考 

太陽光発電施設の安定計算書 斜面に設置する場合 

擁壁の安定計算書 擁壁を設置する場合 

法面の安定計算書 切土・盛土を行う場合 

排水計画流量計算書 排水施設を設置する場合 

排水先の同意書等の写し 排水施設を設置する場合 

事業区域の勾配がわかる断面図  

保守点検・維持管理に係る実施体制図  

保守点検・維持管理に係る点検項目  

ボーリング調査結果、地盤調査結果  

その他（安全性に問題がない状態である旨を、

合理的根拠をもって示すために必要な資料） 
 


